
 

 

○静岡市自転車等駐車場条例施行規則 

平成15年４月１日 

規則第227号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市自転車等駐車場条例（平成15年静岡市条例第238号。以下「条例」

という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定期利用の許可） 

第２条 条例第６条第３項の規定により条例第６条第１項に規定する有料駐車場の定期利用の

許可（以下「定期利用許可」という。）を受けようとする者は、自転車等駐車場定期利用許

可申請書（様式第１号）を市長等（静岡市清水駅東口自転車等駐車場以外の駐車場にあって

は市長を、静岡市清水駅東口自転車等駐車場にあっては条例第20条の規定による指定を受け

て駐車場の管理を行うもの（以下「指定管理者」という。）をいう。以下同じ。）に提出し

なければならない。 

２ 市長等は、定期利用許可をしたときは、当該定期利用許可の申請者に対し、定期利用カー

ド（様式第２号）を交付するものとする。 

３ 前項の規定によるカードの交付を受けた者は、条例第７条第１項に規定する駐車料金の納

付と引き換えに、定期駐車票（様式第３号）の交付を受けるものとする。 

４ 定期利用許可を受けた者が、当該許可の日の属する年度内において引き続き同一の駐車場

において定期利用許可を受けようとするときは、第１項の申請書の提出を省略し、現に交付

を受けている定期利用カードを用いて前項の手続をとるものとする。 

５ 定期利用許可を受けた者は、駐車しようとする自転車又は原動機付自転車の見やすい箇所

に定期駐車票を張り付けるとともに、定期利用カードを駐車場に入場する際に係員に提示し

なければならない。 

（平16規則４・一部改正、平17規則161・旧第３条繰上・一部改正、平20規則192・平

21規則54・平22規則63・平26規則35・平26規則108・平27規則５・一部改正） 

（変更の届出） 

第３条 定期利用許可を受けた者が、住所若しくは氏名又は駐車する自転車若しくは原動機付

自転車の車種を変更したときは、速やかに自転車等駐車場定期利用変更届書（様式第４号）

を市長等に提出しなければならない。 

（平17規則161・旧第４条繰上、平22規則63・平26規則35・平26規則108・平31規則16・

一部改正） 



（再交付） 

第４条 定期利用カード、定期駐車票又は定期使用証（以下「定期利用カード等」という。）

を亡失し、又は損傷した者は、定期利用カード等再交付申請書（様式第５号）を市長等に提

出して、再交付を受けなければならない。 

（平17規則161・旧第５条繰上、平22規則63・平26規則35・平26規則108・平31規則16・

一部改正） 

（一時利用の方法） 

第５条 条例第６条第１項に規定する有料駐車場（静岡市清水駅東口自転車等駐車場、静岡市

東静岡駅北口自転車等駐車場、静岡市東静岡駅南口自転車等駐車場、静岡市安倍川駅西口自

転車等駐車場及び静岡市草薙駅北口自転車等駐車場を除く。）の一時利用をしようとする者

は、入場する際に当日駐車券（様式第６号）の交付を受け、駐車しようとする自転車又は原

動機付自転車のハンドルに当該当日駐車券を巻き付けなければならない。 

２ 静岡市清水駅東口自転車等駐車場、静岡市東静岡駅北口自転車等駐車場、静岡市東静岡駅

南口自転車等駐車場、静岡市安倍川駅西口自転車等駐車場及び静岡市草薙駅北口自転車等駐

車場の一時利用をしようとする者は入場する際に一時利用カード（様式第７号）の交付を受

けなければならない。 

（平16規則４・一部改正、平17規則161・旧第６条繰上・一部改正、平22規則63・平

26規則35・平27規則５・平27規則86・平29規則21・平31規則16・令４規則８・一部改

正） 

（駐車料金の減額又は免除） 

第６条 条例第８条の規定により静岡市清水駅東口自転車等駐車場以外の駐車場の駐車料金の

減額又は免除を受けようとする者は、自転車等駐車場駐車料金減額・免除承認申請書（様式

第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請を承認したときは、自転車等駐車場駐車料金減額・免除通知書（様式

第９号）を交付する。 

３ 駐車料金の減額又は免除の基準は、市長が別に定める。 

（平17規則161・旧第８条繰上・一部改正、平22規則63・平26規則35・平26規則108・

一部改正、平31規則16・旧第７条繰上・一部改正） 

（定期利用許可の取消しの申出） 

第７条 定期利用許可の取消しの申出をしようとする者は、自転車等駐車場定期利用許可取消

申出書（様式第10号）に交付を受けている定期利用カード等を添えて、市長等に提出しなけ



ればならない。 

２ 静岡市清水駅東口自転車等駐車場以外の駐車場の定期利用許可を受けた者（利用期間が１

月である者を除く。）が、当該利用期間の満了の日の１月前までに前項の規定による当該許

可の取消しの申出を行ったときは、市長は、条例第９条ただし書の規定に基づき、既納の駐

車料金から、申出があった日の属する月までの月数に１月の駐車料金を乗じて得た額を減じ

て得た額を還付する。 

（平17規則26・一部改正、平17規則161・旧第９条繰上・一部改正、平22規則63・平

26規則35・平26規則108・一部改正、平31規則16・旧第８条繰上・一部改正） 

（遵守事項） 

第８条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１）条例第６条第４項に規定する利用期間を超えて、自転車、原動機付自転車及び自動２

輪車（以下「自転車等」という。）を放置しないこと。 

（２）駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。 

（３）他の自転車等の駐車及び通行を妨げないこと。 

（４）駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の他の自転車等を損傷し、又は汚損するおそれ

のある行為をしないこと。 

（５）火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てないこと。 

（６）前各号に規定する事項のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしな

いこと。 

（平17規則161・旧第10条繰上・一部改正、平31規則16・旧第９条繰上） 

（放置自転車等の措置） 

第９条 市長等は、条例第15条第１項に規定する自転車等があるときは、当該自転車等に警告

書（様式第11号）を取り付けるものとする。 

２ 条例第15条第１項の規定による自転車等の撤去及び保管の措置は、前項の規定により警告

書を取り付けた日から起算して７日以上を経過したものについて行うものとする。 

３ 市長は、条例第15条第１項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに自転車等保

管台帳（様式第12号）を作成するとともに、当該自転車等の所有者を調査するものとし、当

該調査によって当該自転車等の所有者を確認することができたときは、保管自転車等引取通

知書（様式第13号）により、当該所有者に対し、当該自転車等を引き取るよう通知するもの

とする。 

４ 市長は、条例第15条第１項の規定により保管した自転車等の返還を申し出た者があるとき



は、その者の住所及び氏名を証する書類並びに前項の保管自転車等引取通知書その他当該自

転車等の所有者又は利用者であることを証する資料の提示を求める等その者が当該自転車等

の返還を受けるべき所有者又は利用者であることを確認した上、自転車等返還請求書兼受領

書（様式第14号）の提出と引換えに当該自転車等を返還するものとする。 

（平17規則161・旧第11条繰上・一部改正、平22規則63・平26規則35・平26規則108・

一部改正、平31規則16・旧第10条繰上・一部改正） 

（処分の告示） 

第10条 条例第15条第３項に規定する自転車等の処分の告示は、次に掲げる事項について行う

ものとする。 

（１）処分の対象となる自転車等の種別、型式、色その他当該自転車等を特定する事項 

（２）撤去した日時並びに当該自転車等が放置されていた駐車場の名称及び区画 

（３）処分予定年月日 

（４）前３号に掲げる事項のほか、市長が必要と認める事項 

（平17規則161・旧第12条繰上・一部改正、平26規則108・一部改正、平31規則16・旧

第11条繰上・一部改正） 

（利用料金の承認手続等） 

第11条 指定管理者は、条例第19条第２項に規定する利用料金（以下「利用料金」という。）

について、同条第３項の規定に規定する市長の承認を受けようとするときは、静岡市清水駅

東口自転車等駐車場利用料金承認申請書（様式第15号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、利用料金について承認したときは、静岡市清水駅東口自転車等駐車場利用料金承

認証（様式第16号）を指定管理者に交付する。 

３ 前項の規定により利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決

定しなければならない。 

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を決定したときは、第２項に規定する承認証を

静岡市清水駅東口自転車等駐車場の利用者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料

金を市民に公表しなければならない。 

５ 指定管理者は、毎月の利用料金の収納状況について、その翌月の10日までに市長に報告し

なければならない。 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第12条繰上・一部改正） 

（利用料金の減額又は免除の基準） 

第12条 条例第19条第４項に規定する規則で定める利用料金の減額又は免除の基準は、次の各



号に掲げるとおりとし、減額し、又は免除する利用料金の額は、当該各号に定める額とする。 

（１）国又は地方公共団体が公用のために利用するとき 利用料金の全額 

（２）前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が減額し、又

は免除する必要があると認める額 

２ 指定管理者は、条例第19条第４項の規定により利用料金を減額し、又は免除したときは、

その内容を前条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第13条繰上・一部改正） 

（利用料金の還付の基準） 

第13条 条例第19条第５項に規定する規則で定める利用料金を還付する場合は、市長が特別の

理由があると認めるときとする。 

２ 指定管理者は、条例第19条第５項の規定により利用料金を還付したときは、その内容を第

11条第５項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第14条繰上・一部改正） 

（指定管理者の指定の申請書類） 

第14条 条例第20条の規定による申請は、静岡市清水駅東口自転車等駐車場指定管理者指定申

請書（様式第17号）に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。 

（１）静岡市清水駅東口自転車等駐車場事業計画書（様式第18号） 

（２）静岡市清水駅東口自転車等駐車場事業計画に関する収支予算書（様式第19号） 

（３）定款、寄附行為又はこれに準ずるものの謄本 

（４）役員名簿 

（５）経営（事業）状況に関する書類 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第15条繰上・一部改正） 

（協定の締結） 

第15条 市長は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と静岡市清水駅東口自転車等

駐車場の管理に関する協定を締結するものとする。 

２ 前項の協定には、次に掲げる事項を掲載するものとする。 

（１）事業計画に関する事項 

（２）市へ支払うべき納付金に関する事項 

（３）管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

（４）事業報告に関する事項 



（５）前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第16条繰上） 

（雑則） 

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧第17条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の静岡市自転車等駐車場条例施行規則（平成元

年静岡市規則第56号）又は清水市自転車等駐車場条例施行規則（平成元年清水市規則第９号）

の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

（由比町の編入に伴う経過措置） 

３ 由比町の編入の日（次項及び第５項において「編入日」という。）の前日までに、編入前

の由比駅前駐輪場条例施行規則（平成５年由比町規則第21号。次項及び第５項において「編

入前の規則」という。）の規定により交付されている定期利用ステッカーは、なおその効力

を有する。 

（平20規則192・追加） 

４ 編入日の前日までに、編入前の由比駅前駐輪場条例（平成５年由比町条例第17号）第６条

第３項に規定する利用期間を超えて由比駅前駐輪場に放置されていた自転車等の措置につい

ては、なお編入前の規則の例による。 

（平20規則192・追加） 

５ 編入日の前日までに、編入前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、こ

の規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（平20規則192・追加） 

附 則（平成16年２月18日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年２月19日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、改正前の静岡市自転車等駐車場条例施行規則の様式により作成され



ている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。 

附 則（平成16年３月31日規則第45号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月17日規則第26号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年10月31日規則第161号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月８日規則第107号） 

この規則は、平成18年３月31日から施行する。 

附 則（平成20年10月31日規則第192号） 

この規則は、平成20年11月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月31日規則第54号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月31日規則第63号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月27日規則第35号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月28日規則第108号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。ただし次項及び第３項の規定は公布の日か

ら施行する。 

（施行前の準備） 

２ 静岡市清水駅東口自転車等駐車場に係る指定管理者に係る指定管理者の規定に関し必要な

手続その他の行為は、この規則の施行前においても、この規則による改正後の静岡市自転車

等駐車場条例施行規則（次項において「改正規則」という。）第15条及び第16条の規定の例

により行うことができる。 

３ 静岡市清水駅東口自転車等駐車場の利用に係る利用料金の決定に関し必要な手続その他の

行為は、この規則の施行前においても、改正規則第12条第１項から第３項までの規定の例に

より行うことができる。 

附 則（平成27年３月10日規則第５号） 

（施行期日） 



１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市自転車等駐車場条例施行規則に規定する様式に

より作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。 

附 則（平成27年６月19日規則第86号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に改正前の静岡市自転車等駐車場条例施行規則に規定する様式に

より作成されている用紙は、当分の間、これを調整して使用することができる。 

附 則（平成29年３月29日規則第21号） 

この規則は、平成29年６月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月27日規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年８月31日規則第66号） 

この規則は、令和３年９月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月８日規則第８号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

（平16規則４・平17規則26・平17規則161・平20規則192・平21規則54・平26規則35・

平26規則108・平27規則５・平27規則86・令４規則８・一部改正） 

様式第２号その１（第２条関係） 

（平22規則63・全改、平26規則35・平27規則５・平27規則86・平29規則21・令４規則

８・一部改正） 

様式第２号その２（第２条関係） 

（平16規則４・全改、平17規則161・一部改正、平26規則35・旧様式第３号繰上・一

部改正、平27規則５・平27規則86・平29規則21・令４規則８・一部改正） 

様式第３号（第２条関係） 

（平16規則４・全改、平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第５号繰上、平

26規則35・旧様式第４号繰上） 

様式第４号（第３条関係） 

（平17規則26・平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第７号繰上、平26規則

35・旧様式第６号繰上・平26規則108・一部改正、平31規則16・旧様式第５号繰上） 

様式第５号（第４条関係） 

（平17規則26・平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第８号繰上・一部改正、

平26規則35・旧様式第７号繰上・一部改正、平26規則108・平27規則５・一部改正、

平31規則16・旧様式第６号繰上） 

様式第６号（第５条関係） 

（平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第９号繰上、平26規則35・旧様式第

８号繰上、平31規則16・旧様式第７号繰上） 

様式第７号（第５条関係） 

（平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第10号繰上、平26規則35・旧様式第

９号繰上・一部改正、平27規則５・平27規則86・平29規則21・一部改正、平31規則16・

旧様式第８号繰上、令４規則８・一部改正） 

様式第８号（第６条関係） 

（平17規則26・平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第13号繰上、平26規則

35・旧様式第11号繰上・一部改正、平31規則16・旧様式第10号繰上・一部改正、令３

規則66・一部改正） 

様式第９号（第６条関係） 



（平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第14号繰上、平26規則35・旧様式第

12号繰上、平31規則16・旧様式第11号繰上・一部改正） 

様式第10号（第７条関係） 

（平16規則４・平17規則26・平17規則161・平20規則192・平21規則54・一部改正、平

22規則63・旧様式第15号繰上・一部改正、平26規則35・旧様式第13号繰上・一部改正、

平26規則108・平27規則５・平27規則86・一部改正、平31規則16・旧様式第12号繰上・

一部改正、令４規則８・一部改正） 

様式第11号（第９条関係） 

（平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第16号繰上、平26規則35・旧様式第

14号繰上、平31規則16・旧様式第13号繰上・一部改正） 

様式第12号（第９条関係） 

（平16規則４・平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第17号繰上、平26規則

35・旧様式第15号繰上・一部改正、平31規則16・旧様式第14号繰上・一部改正、令４

規則８・一部改正） 

様式第13号（第９条関係） 

（平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第18号繰上・一部改正、平26規則35・

旧様式第16号繰上、平31規則16・旧様式第15号繰上・一部改正、令４規則８・一部改

正） 

様式第14号（第９条関係） 

（平17規則26・平17規則161・一部改正、平22規則63・旧様式第19号繰上、平26規則

35・旧様式第17号繰上、平31規則16・旧様式第16号繰上・一部改正、令３規則66・一

部改正） 

様式第15号（第11条関係） 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧様式第17号繰上・一部改正、令３規則66・一

部改正） 

様式第16号（第11条関係） 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧様式第18号繰上・一部改正） 

様式第17号（第14条関係） 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧様式第19号繰上・一部改正、令３規則66・一

部改正） 

様式第18号（第14条関係） 



（平26規則108・追加、平31規則16・旧様式第20号繰上・一部改正） 

様式第19号（第14条関係） 

（平26規則108・追加、平31規則16・旧様式第21号繰上・一部改正） 

 


